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高知県立高知工業高等学校 

全日制・定時制 

令和７年９月２９日改訂版 

学校安全マニュアル 
（危機管理マニュアル） 
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＜学校安全マニュアルもくじ＞ 
 

基本事項 

P.４：危機管理基本方針 

P.５：校内事故･事件時の緊急対応フロー 

P.６：校内事故･事件時の役割分担と留意事項 

P.７：緊急連絡先 

PP.８-10：指揮系統 

･勤務時間外防災対応連絡順位 

･対策本部の編成と役割 

･各種緊急対応時（自然災害/不審者/健康被害） 

P.11：報道機関対応について 

 

災害発生 

１.災害発生時 

P.13：本校周辺における大規模地震の基礎知識（災害予想、校内避難所、備蓄品保管所） 

P.14：大規模地震の安全確保 

P.15：授業中の大規模地震の緊急対応フロー（一次避難まで） 

P.16：大規模災害における緊急対応（校外活動時･在宅時) 等 

P.17：大規模災害における緊急対応フロー(登下校時の対応) 

P.18：大規模災害における緊急対応フロー(校外活動時の対応) 

P.19：南海トラフ地震臨時情報への対応（県立学校）  

２.災害発生後 

P.21：授業再開に向けてのフロー 

P.22：休日・夜間の震災時における参集体制 

P.23：災害後教職員の動員計画の対応フロー、災害時の避難所の開設運営 

P.24：災害生徒の避難所としての学校の対応 

P.25：保護者との連絡と引き渡しについての対応フロー 

P.26：災害伝言ダイヤルの利用方法 

PP.27-30：生徒引渡し関連資料（全）（定） 

 

火  災 

P.32：火災時の緊急対応フロー 

 

健康被害 

P.34：健康被害の予防、校内であった場合の対応フロー 

P.35：学校において予防すべき感染症 

P.36：アレルギー反応による緊急時の対応 

P.37：エピペンの使用方法 

P.38：熱中症の対策 

 P.39：心肺蘇生法 

P.40：生徒の心のケアについて 

P.41：感染症等の発生時における時間外緊急連絡の体制と各連絡先一覧 

 

事故・事件等 

P.43：交通事故発生時の対応フロー 

P.44：部活動時における事故防止と対応フロー 

P.45：危険時等発生要領と日常管理 

P.46：学校に不審者が来た場合の対応フロー 

P.47：本校特定で犯罪予告・不審物等があった場合の対応フロー 

P.48：北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る県立学校の対応について 
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基本事項 
 

P.４：危機管理基本方針 

P.５：校内事故･事件時の緊急対応フロー 

P.６：校内事故･事件時の役割分担と留意事項 

P.７：緊急連絡先 

PP.８-10：指揮系統 

･勤務時間外防災対応連絡順位 

･対策本部の編成と役割 

･各種緊急対応時（自然災害/不審者/健康被害） 

P.11：報道機関対応について 
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◆危機管理基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

危機管理の必要性 危機管理の目的 

・生徒の命と人権を守り安全を確保 

・全教職員が一丸で被害を未然に防ぐ 

・危機管理マニュアルを確認 

・被害を最小限に留める 

・危機に関する兆候を積極的に察知 

・迅速・的確に対処する体制の整備 

・研修､訓練を通し意識と資質の向上 

・危機発生時は生徒の安全確保を最優先 

・迅速で的確に対応し､生徒への影響を考慮 

 

マニュアル作成 日常の行動 

・最悪のケースを想定 

・必要な対応､手順を明示 

・関係機関等の連絡先を明示 

・関係機関等からの助言 

・生徒の健康状況の把握 

・生徒､保護者との信頼関係 

・健康､安全指導の徹底 

・各種備品､施設の安全点検 

・講習､研修､訓練の実施 

自然災害・人災予測 生徒指導 他 

・地震､火災､大雨洪水､大雪 

・授業中､部活動中等の事故 

・学校行事､校外学習中事故 

・登下校中事故 

・不審者､テロ  

・感染症 等 

・不登校     ・いじめ 

・薬物乱用    ・喧嘩 

・凶器携帯    ・窃盗 

・携帯電話問題  ・教職員不祥事 

・自殺企図    ・セキュリティ漏れ 

・差別      ・著作権侵害 等 

想定外はない意識付け 

・常に､本当にこれで大丈夫だろうか意識付け 

・トラブルが発生決して一人で抱えず相談 

・悪い情報程早く相談や報告 

 

③再発防止 

対策本部設置と役割 

・救援活動指示  

・情報収集､整理  

・外部対応 

・避難解除 

・教育活動の再開指示 

・再発防止対策 

情報・対策の窓口の一本化 ※重大な危機が発生した場合 

・指揮系統の明確化 

・情報収集や対応の決定 

 

事故発生 

現場対応 

報  告 

対策本部 

情報収集 

対策検討 

情報提示 

対策実施 

継続的対策 
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◆校内事故･事件時の緊急基本対応フロー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 緊急事態発生 

危険な場合は躊 躇
ちゅうちょ

なく 

 救急車出動要請 発見者か通報を受けた教職員 

・発生の状況の把握 

・近くの生徒の安全確保 

・協力要請や緊急通報 

・応急処置 

近くの教職員 

・緊急事態発生の通報 
・救護や事故の記録 

養護教諭 

・負傷者把握 

・応急処置 

※状況で他の教員も協力 

教職員 

・防衛､救護 

・避難､誘導､移動 

・避難場所での安全確保 

管理職 

・事態の把握と判断 

・対策本部設置(校長が発令) 

対応､指示 

連絡､報告 

対応､指示 

連絡､報告 

まず､保険室・職員室へ連絡 

※生徒に連絡依頼する場合もある 

各要請 
 

・救急車：119 
 

・消 防：119 
 

・警 察：110 

保護者に連絡 
 

・原則 HR 担任 
・言動に配慮 
・来校､来院を要請 

発 令（校長） 

対策本部(校長室) 
 

・救援活動指示､情報収集 
・外部対応 
・避難解除､教育活動再開指示 
・再発防止対策 

避難について 

 

●授業中 

移動､点呼＝授業担当教員 

誘導､救護＝授業担当以外 

 

●休み時間帯等 

移動､点呼＝HR 担任 

誘導､救護＝他の教員 

 

●行 事 

移動､点呼､誘導＝HR 担任 

誘導､救護＝他の教員 

 

●放課後 

部活動＝顧問 

その他生徒＝在校教職員 

※付添  状況判断 
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◆校内事故･事件時の役割分担と留意事項 

 

１ 発見者 

⑴ 協力者の要請 

⑵ 救急処置 

⑶ 発見後の状況把握と報告（時刻・場所・発生状況・怪我の内容や程度・処置事項等） 

 

２ 救急処置 

⑴ 救命処置最優先(気道の確保・人工呼吸・心臓マッサージ・止血等) 

⑵ ショック予防(体位・保温・安静・『大丈夫だ』と声をかけ安心させる) 

 

３ 救急車の要請・・・原則発見者(以後の対応は教頭) 

例：意識不明・呼吸困難・不整脈・多量出血・頭部打撲後の吐き気や痙攣等が起きた場合 

 

４ 救急車の呼び方 

⑴ 局番なしの１１９番 

⑵ 『救急です』とはっきり言う 

⑶ 『私は高知工業高校の〇〇です』 

⑷ 事故現場の場所を伝える目印をわかりやすく 

⑸ 病気や怪我の様子を伝える『誰が』『いつ』『どこで』『どうなった』を伝える 

⑹ どんな処置をしたかを報告し､次に何をすればよいかを聞く 

⑺ 救急車を出迎え誘導※懐中電灯携行 

 

５ 救急車への添乗者･････････事故発見者・ホーム担任・養護教諭等 

⑴ 『生徒理解カード』(生年月日や住所等がわかるもの)､電話代､持参 

⑵ 重症時は２人以上が付き添う 

 

６ 家庭連絡 

⑴ 原則としてホーム担任 

⑵ 強いショックを与えないよう配慮 

⑶ 来校または来院を要請する(来院時に保険証を持参してもらう) 

 

７ その他 

⑴ 渉外は教頭を中心に窓口を一本化 

⑵ 他の生徒をパニックにさせないよう配慮 

⑶ 受診後､付添い者は生徒の状況・医師の指示等について速やかに学校に報告 

⑷ 重大事故では特に正確な記録(発生場所・時刻・事故内容・程度・経過等) 
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◆緊急連絡先 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学    校    088－831－9171    高知市桟橋通 2-11-6 

緊急電話 
高知南警察署   110 番：088-834-0110 
高知市中央消防署 119 番：088-831-1860 

緊急電話（医療機関） 
医療情報センター ：088-825-1299 
高知赤十字病院  ：088-822-1201 
近森病院     ：088-822-5231 
須藤歯科医院   ：088-823-4995 学校歯科医 
潮江高橋病院   ：088-833-2700 学校医 
高知市保健所   ：088-822-0577 

高知県教育委員会 
学校安全対策課 ：(TEL)088－821－4533 (FAX)088－821－4546 
高等学校課   ：(TEL)088－821－4851 (FAX)088－821－4547 

高知市関連機関 
高知市役所         ：088-822-8111 
高知市防災政策課      ：088-823-9055 
高知市教育委員会教育課   ：088-823-9473 
高知市南部福祉保健センター ：088-878-9060 
潮江公民館         ：088-831-5355 
高知市総務課        ：088-823-9411 

交通手段  
土佐ハイヤー南ノ丸  ：088－832-1313 
土佐ハイヤー梅ノ辻  ：088－833-7788 
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指揮系統 

 

◆勤務時間外防災対応連絡順位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対策本部の編成と役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連絡順位 
役職名 

全日制 定時制 

1 校  長 

2 副 校 長 

3 教  頭 教  頭 

4 事 務 長 

5 教務主任 教務主任 

6 生徒指導主事 生徒指導主事 

7 総務主任 総務主任 

8 補導専任 補導専任 

９ 人権教育主任 人権教育主任 

 

対策本部 

役職名 担 当 内  容 

本部長 校  長 

・全校避難指示 

・避難の実施方法決定 

・負傷者の救護決定 

・情報収集 

・地域全体の被害状況把握 

・教育委員会や外部機関対応 

・マスコミ対応(本部長) 

・教職員の役割分担の決定 

・保護者対応 

・記録と整理及び報告  

・今後の対応方針決定 

副本部長 

副校長 

教  頭 

事務長 

対策委員 

主幹教諭（全） 

教務主任 

生徒指導主事 

総務主任 

補導専任 

人権教育主任 

学校安全担当 
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◆自然災害対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役 割 担 当 内  容 

生徒対応 
授業担当教員 

ホーム担任 

・被害状況の状況把握 

・その場を離れない 

・生徒の安全確保 

・生徒の負傷確認､不安の払拭  

・避難時の安全性確認 

・的確な避難誘導指示 

・二次災害防止活動 

避難誘導 授業外教職員 

・避難経路の安全性把握 

・避難場所の安全性把握 

・校舎の被害状況把握 

・避難経路確保と誘導 

・要救助者の確認  

・負傷者の応急手当 

・二次災害防止活動 

安否確認 

全日制：学年主任 

定時制：各工業科長 

全・定：HR 担任 

・校舎内残留生徒の確認 

・校内施設残留生徒の確認 

・教職員の被害把握 

・生徒の被害把握 

救  護 
生徒支援部 

ホーム副担任 

・負傷者の状況確認  

・負傷者の救出 

救急医療 

全・定：養護教諭(講師) 

全日制：生徒指導部 

定時制：生徒支援部 

・負傷者への応急手当 

(負傷の程度を本部に連絡) 

・救急車の同乗 

(原則ホーム担当) 

保護者対応 
副本部長 

ホーム担任 

・生徒の校舎外避難後の対応 

・保護者との連絡方法 

・連絡が取れない場合の下校方法 
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◆不審者対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆健康被害対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役 割 担 当 内  容 

不審者対応 
全日制：生徒指導部 

定時制：生徒支援部 

・複数で現場に向かい即時対応 

・生徒の安全確保 

・可能な場合行為の静止 

生徒対応 授業教職員 

・その場を離れない 

・不審者の対応 

・生徒の安全確保 

・他の教職員への通報 

・避難指示 

・生徒の不安払拭 

避難誘導 授業外教職員 
・安全経路へ避難誘導 

・的確な指示 

・被害の拡大防止 

安否確認 

全日制：学年主任 

定時制：各工業科長 

全・定：HR 担任 

・校舎内の残留生徒の確認 

・要救護者の確認 

・教職員､生徒の被害の把握 

救急医療 

全・定：養護教諭(講師) 

全日制：生徒指導部 

定時制：生徒支援部 

・負傷者の応急手当 

・負傷の程度を本部に連絡 

・救急車の同乗(各ホーム担当) 

保護者対応 
副本部長 

ホーム担任 

・生徒の校舎外避難後の対応 

・保護者との連絡方法 

・連絡が取れない場合の下校方法 

 

役 割 担 当 内  容 

救急医療 

全・定：養護教諭(講師) 

全日制：人権教育部 

定時制：生徒支援部 

・生徒の健康観察 

・保健室来室状況把握 

・来室理由把握 

・欠席状況と推移の把握 

・医療機関と連携､連絡 

・患者の応急手当 

・対策本部と連携 

・情報収集 

環境衛生 

養護教諭(講師) 

学校薬剤師 

衛生委員会 

・臨時の環境衛生検査の実施と協力 

(飲料水､トイレ､手洗い場､給水施設等) 

保護者対応 

副本部長 

ホーム担任 

ホーム副担任 

・ＰＴＡ役員会､保護者説明会の開催 

・症状のある生徒への対応 

・症状のない生徒への対応 
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◆報道機関対応について 

● 取材があった際は、誠意をもって対応し可能な限り取材に協力するよう心がける。 

● 場合によっては、報道機関の取材前に積極的に報道発表していく姿勢も大切です。 

 

１ 対応の基本姿勢 

⑴ 積極的な情報の公開 

個人情報や人権等に最大限配慮しながら、正確な情報と事実を積極的に公開する。また、事実を隠蔽してい 

るのではないか等の誤解を生じさせないよう、決して拒否的な態度はとらない。ただし、公開できない情報や 

教育的配慮により取材に応じられないときは、その必要性を十分説明し、理解を求める。 

※一方的に「取材に応じられない」といった対応は決してしないこと。 

⑵ 誠意ある対応 

報道機関を通じ、学校の対応や今後の方針等も広く保護者や地域に伝えられるため、学校と報道機関との信頼・ 

協力関係が保たれるよう、取材には誠意をもって対応する。 

⑶ 公平な対応 

報道機関に情報を提供する場合は、どの報道機関に対しても情報や対応に差異が生じないよう公平に行う。 

２ 対応のポイント 

⑴ 窓口の一本化 

説明は、責任者（管理職等）が窓口となり対応する。責任者が不在のときは、その旨を説明し、でき得る限 

り責任者から連絡するようにする。また、報道対応にあたる教職員間で意思の疎通を図り、情報を共有する。 

⑵ 報道機関への要請 

取材が一度に殺到し、現場の混乱が予想される場合は、児童生徒等の動揺を防ぎ、正常な学校運営を維持す 

るため、適切な取材方法等を要請する。 

○ 校地内への立入り可能場所について 

○ 生徒等に対する取材の可否について 

○ 取材場所及び時間について 

○ 記者会見の予定について 

⑶ 取材者の確認 

報道機関から取材があった際は、社名・氏名・電話番号・取材内容等を必ず記録する。 

⑷ 取材意図の確認及び準備 

あらかじめ取材意図等を確認し、予想質問に対する回答を作成等する等、的確な回答ができるよう準備する。 

準備にあたっては、事実関係が正確に把握できているか、推測の部分はないか、人権やプライバシー等の配慮は 

できているか等の事項に留意するとともに、警察等の関係機関と事前に協議をおこなう。 

⑸ 明確な回答 

把握していないことや不明なことは、その旨を明確に伝え、誤解につながる返答はしない。また、決まって 

いないこと、答えられないことは曖昧に返答せず、その理由を説明し、対応できる時期を示す。万が一間違っ 

て説明したことが判明したときは、直ちに取材者に訂正を申し出る。 

⑹ 教育委員会との連携 

事前に教育委員会と緊密に連携を図るとともに、記者会見を開く際の留意事項等についての助言等、支援を 

要請する。 

⑺ 記者会見 

取材が殺到する場合は、教育委員会と連携を図り、学校運営が混乱しないよう時期や場所等を決め、記者会 

見を行う。また、取材が長期化する場合は、記者会見を定例化することも考える。 
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災害発生 
 

１.災害発生時 
 

P.13：本校周辺における大規模地震の基礎知識 

（災害予想、校内避難所、備蓄品保管所） 

P.14：大規模地震の安全確保 

P.15：授業中の大規模地震の緊急対応フロー（一次避難まで） 

P.16：大規模災害における緊急対応（校外活動時･在宅時) 等 

P.17：大規模災害における緊急対応フロー(登下校時の対応) 

P.18：大規模災害における緊急対応フロー(校外活動時の対応) 

P.19：南海トラフ地震臨時情報への対応（県立学校）  
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◆本校周辺における大規模地震の基礎知識 

 

 

 

 

 

 

◆災害予想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○校内避難場所（浸水対応）※渡り廊下は原則使用しない（強度的に崩落の可能性があるため） 

 ◎ １号館３階以上 … 県の備蓄品が４階に保管されているため 

 ◎ ２号館３階以上 … 県の備蓄品が４階に保管されているため 

 △ ３号館３階以上 … 備蓄品がないため一時的な避難のみ可 

 ▲ 体  育  館 … 市の避難所としての備蓄品が保管されているが浸水の可能性があるため 

◆校内避難場所 

 

 

 

 

◆備蓄品保管場所 

 

 

  

学校の立地条件 
標   高   ： 約０.５～１ｍ    
海岸からの距離 ： 約１㎞ 
屋   上   ： 約１５ｍ（１～３号館） 

震   度   ：７ 

地震継続時間  ：約３分 

津波による浸水 ：３～５ｍ 

地盤沈下    ：約２ｍ（液状化） 

津波到達時間  ：４０分 ※３０㎝の浸水で避難困難 

・原則１・２号館の４階が避難先 

・避難の際､2 階以上の渡り廊下は使用しない 

・最寄りの校舎の最上階 

・体育館２階以上 

・１号館：４Ｆ塔屋   ・２号館４Ｆ：ＣＡＤ準備室 

・体育館：３Ｆ東側   ・体育館３Ｆ：ステージ側 

避難が困難な 
場合 

○校舎（１号館）及び体育館 高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFL：14,900 

4FL：11,300 

4-RLL 

3-4LL 

3FL：7,700 

2-3LL 

2FL：4,100 

1-2LL 

1FL：150 GL（標高 1,000） 

７ｍ 

５m 

1FL：800 

2FL：5,480 

3FL：8,720 

1号館 
体育館 



14 
 

◆大規模地震の安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

安全確保の基本 

授業中の対応 休み時間､放課後等の対応 

・近くの窓､壁と反対側に頭を向けさせる 

・机の下に潜らせ､机の脚をしっかりもたせる 

・教職員は冷静に的確な指示を与える 

・安心させるような声かけを続ける 

・火を消す。ガスの元栓を閉める 

・電気器具のコンセントを抜く 

・教職員が居なくても生徒自らが助け合い､安全確保出来 

るよう日頃から指導しておく 

・揺れが終息し安全が確保された後､ 

教職員は生徒のもとへ急行､安否確認､避難行動準備 

 

場所別の初期行動 

場 所 具体的な行動 

教 室 
近くの窓､壁と反対側に頭を向ける 

机の下に潜らせ､机の脚をしっかりもつ 

特別室 
危険物から離れる 

(機械､実験器具､棚､工具､テレビ等) 

体育館 
体育器具や窓ガラスから離れ､中央部に集まる 

頭部保護､低姿勢の維持 

階段や廊下 
窓ガラス､蛍光灯の落下を避け､中央部で低姿勢の維持 

近くの教室の机の下に潜る 

トイレ ドアを開け､頭部を保護して動かずにいる 

運動場・校舎外 

校舎等からのガラスの飛散や外壁の崩壊､ 

フェンスや体育器具等崩壊の危険性のあるものから離れる 

姿勢を低くする 

 



15 
 

◆授業中の大規模地震の緊急対応フロー(一次避難まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

授業担当教員､生徒 管理職 授業担当外教員 

 地震発生 

・窓やロッカー等から離れ､机の下に潜る 
・落下物から身を守るよう頭部保護､低い姿勢を取る 
・火気を使用中の場合､直ちに消火､ガスの元栓を閉める 
・電気器具のコンセントを抜く 
・出入り口を開放し､避難口の確保 

・生徒の動揺を抑える 
・負傷者の有無 
・負傷の程度 
・避難時の安全を確認 

・懐中電灯の準備 
 
※避難経路の確認等がある
ので原則避難指示があるま
で待機 

・状況を正確に把握 

・負傷者の救護方法を決定 
・避難の方法を決定 

分担して各教室に急行 
各教室の現状の確認 
 
避難経路の安全確認 

避難場所の安全確認 
校舎被害状況を確認 
管理職に報告 
 
負傷者がいる場合 
養護教諭と連携し応急処置 

・校内放送が使用出来ない 
場合､確実な伝達方法に 
より各教室等に避難指示 

 
・逃げ遅れが居ないか確認。 

一次避難場所：原則１･２号館４階（津波被害の対策や備蓄庫があるので） 
避難困難な場合は最寄りの最上階か体育館 
 
※避難の際､各棟を繋ぐ渡り廊下は原則利用しない（崩壊の危険が高いため） 

揺れがおさまり避難経路・
避難場所の安全が確認でき
た後､教職員や生徒に校内
放送等確実な伝達方法によ
り避難の指示 

・指示に従い､避難開始 
・避難時落ち着いて行動 
 
 
 

・名簿で生徒数確認､報告 
・負傷者の状況確認､報告 
・ホーム担任に引き渡す 

・名簿で教員数確認､報告 
・負傷者の状況確認 
・教員とクラスの集計を 

それぞれ分ける 

・ホーム担任は､できるだけ生徒のそばを離れず､動揺を抑え､安全を確保しながら指示 
・管理職は､生徒や教職員の負傷の程度に応じ救急車を要請､教職員による救護班を組織し対応を指示 
・教育委員会等関係機関に学校の状況を報告､必要があれば支援要請 
・生徒や教職員が負傷した場合､保護者や家庭に連絡(連絡不能の事態もある) 
・施設設備の点検､安全確認､必要に応じ､立ち入り禁止措置と事後の対応 
・被災状況等を関係機関や地域の情報から正確に把握 
・通学路の安全確認や交通機関の運行状況を確認 
・生徒を下校させる場合､保護者との連絡が取れるまで学校に待機 

・避難報告受領 
・対策本部設置 
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予想される状況 

・強い揺れの際は立つこと､歩行も困難 
・建物や電柱等の倒壊で電線の破断 
・瓦や外壁や看板の落下や窓ガラス飛散 
・塀や石垣や自動販売機等の倒壊 
・液状化で泥水や砂の噴出 
・液状化で建造物の傾斜や道路の陥没 
・傾斜地は､山崩れ・崖崩れが発生 
・海岸部は､津波の危険性 
・道路の地割れ 
・プロパンガスの漏洩 

 

◆大規模災害における緊急対応(校外活動時・在宅時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆緊急時の情報収集方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害時に必要な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆安否情報や集合(避難)場所などの確認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

緊急時の情報収集方法 

○被害の状況や生活に関連する情報を正確に入手できる手段が大切 

○災害時に必要な情報源(自分にあった情報の入手方法を選んで用意) 

・テレビ      ・ラジオ        ・スマートフォン 
・地域の防災無線  ・県や市町村の広報 等 

※誤った情報や出所の分からない情報に惑わされないように注意 

 

緊急時の情報収集内容 

〇各地の被害の状況 
〇被害の予想 
〇交通手段・電気・水道・ガスなどの復旧の状況 
〇気象庁が発表する警報や注意報､気象情報 

 

※ただし避難行動に関しては､特に津波の危険性が高い大地震の場合など､ 
情報を待たずにまず安全な高台へ！空振り OK､見逃し NG 

災害時は携帯電話がつながりにくく安否確認や避難場所の確認に時間を有する 

①：すぐーる 
②：緊急連絡網 
③：災害用伝言ダイヤルを利用 

※生徒個々の避難場所については生徒理解カードに記載 

避難用持出袋にて管理(職員室入口棚に常備) 
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◆大規模災害における緊急対応(登下校時の対応)のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

校内教員と校内残留生徒 

避難先で安否確認 
・生徒の動揺を抑える 
・負傷者の有無と負傷の程度 
・避難時の安全を確認 

一次避難 
・原則各棟 4 階か体育館へ避難 
・棟を繋ぐ渡り廊下は使用しない。 

生徒(合流途中) 

交通機関利用 交通機関以外 

関係機関職員の指示に従い 
安全な場所に避難 

一番近い場所へ避難 
・自宅 
・学校 
・付近の避難場所 

一次避難先で安否確認がとれたら 

・ホーム担任は教頭に必ず連絡 
□：生徒の状況 

□：避難場所 
□：登下校中生徒の安否確認 

避難先で安全確認がとれたら 

・ホーム担任か学校に必ず連絡 
□：状況 

□：避難場所 
※災害用伝言ダイヤルの利用も選択肢に入れる 

生徒の保護の維持 

対策本部の避難後の対応決定まで待機 

ホーム担任か引率教員から 
家庭への確実な引き渡し方法の連絡があるまで原則待機 

※定時制の 20 歳以上の成人生徒は安否確認後､解散 

 地震発生 

安全確保 
※周りの状況を把握し､先ずは身の安全を守る 

揺れが終息 



18 
 

◆大規模災害における緊急対応(校外活動時の対応)のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

引率教員と同行生徒 生徒(合流途中) 

交通機関利用 交通機関以外 

関係機関職員の指示に従い 
安全な場所に避難 

一番近い場所へ避難 
・自宅 
・学校 
・付近の避難場所 

一次避難先で安否確認がとれたら 

・ホーム担任は教頭に必ず連絡 
□：生徒状況 

□：避難場所 
□：登下校中生徒の安否確認 

避難先で安全確認がとれたら 

・ホーム担任か学校に必ず連絡 
□：状況 

□：避難場所 
※災害用伝言ダイヤルの利用も選択肢に入れる 

生徒の保護の維持 

対策本部の避難後の対応決定まで待機 

ホーム担任か引率教員から 
家庭への確実な引き渡し方法の連絡があるまで原則待機 

※定時制の 20 歳以上の成人生徒は安否確認後､解散 

 地震発生 

安全確保 
※周りの状況を把握し､先ずは身の安全を守る 

揺れが終息 

安否確認 
・生徒の動揺を抑える 
・負傷者の有無 
・負傷の程度 
・避難時の安全を確認 

一番近くの避難場所へ避難 
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災害発生 
 

２.災害発生後 
 

P.21：授業再開に向けてのフロー 

P.22：休日・夜間の震災時における参集体制 

P.23：災害後教職員の動員計画の対応フロー 

災害時の避難所の開設運営 

P.24：災害生徒の避難所としての学校の対応 

P.25：保護者との連絡と引き渡しについての対応フロー 

P.26：災害伝言ダイヤルの利用方法 

PP.27-30：生徒引渡し関連資料（全）（定） 
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◆授業再開に向けてのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

教職員参集 

・教職員やその家族の安否確認 
・教職員の住居の被災状況確認 
・住居の安全を確保した後､直ちに学校に集合 
・学校防災本部の設置 
・状況に応じ､臨時休校の措置 
・教育委員会や保護者に連絡 

 

災害状況 

生徒地域 
・生徒や保護者の安否確認 
・生徒動向把握(避難先等) 

・生徒の心理面への影響確認  
・生徒の住居の被災状況確認 
・地域の被害状況の確認 

校舎 

・目視点検で校舎等の被害状況確認  

・ライフライン､電話の被害状況確認 

 

授業再開 

事前準備 

・校舎の被害に対する応急措置 
・校舎等の安全点検､危険度の判定調査 
・ライフライン､仮設トイレの確保  
・通学路の安全点検  

・教室確保(施設借用､仮設教室設置) 
・避難移住生徒の修学手続きの臨時措置 
・学用品､救援物資等の受入れ  
・避難所の運営 

 

生徒訪問 
臨時登校 

・避難移動した生徒の訪問 
・生徒の確認と学級編成  
・心理面の安定確保  
・具体的な被害状況確認(学用品等) 
・通学の安全指導､臨時登校 

 

授業再開準備 

・校舎施設､設備の復旧 
・仮設教室の建設 
・教科書確保 
・生徒の学力補充と心のケア対策 
・教職員配置､教職員不足の場合への対応 
・授業形態の工夫 

・再開時の保護者への連絡 

 

授業再開 
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◆休日・夜間の震災時における参集体制 

 

配備体制 配備基準 参集体制 

第１配備 

警戒態勢 

津波注意報が 

高知県中部に発表 

原則なし（通信機器で学校長と連絡･確認） 

※必要に応じて 本部長 副本部長 が参集 

第２配備 

必要に応じて 

災害対策本部設置 

震度４の地震が 

高知県中部で発生 

本部長 副本部長 

※対策本部設置の場合は 対策委員 も参集 

津波警報が発表 
同 上 

※待機もしくは近くの参集場所、本人の安全確認後参集 

第３配備 

 

対策本部設置 

震度５弱の地震が 

高知県中部で発生 
災害対策本部員 に加え 各分掌長 各工業科科長 学年主任 

震度５強以上の地震が 

高知県中部で発生 
全教職員 

大津波警報が発表 
同 上 

※待機もしくは近くの参集場所、本人の安全確認後参集 

 

注意１：学校への参集については、身の安全を第一に考えた行動での参集とする  

注意２：原則は勤務校への参集とするが、不可能な場合は最寄りの参集場所への参集とする 

 

 

 

災害対策本部 

役職名 担 当 内  容 

本部長 校  長 

・生徒及び教職員の安否確認 

・負傷者の救護決定 

・学校の被害状況把握 

・地域の被害状況把握 

・教育委員会や外部機関対応 

・マスコミ対応(本部長) 

・教職員の役割分担の決定 

・保護者対応 

・記録と整理及び報告  

・今後の対応方針決定 等 

副本部長 

副校長 

教  頭 

事務長 

対策委員 

主幹教諭（全） 

教務主任 

生徒指導主事 

総務主任 

補導専任 

人権教育主任 

学校安全担当 
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教 職 員 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆災害後教職員の動員計画の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害時の避難所の開設運営 

 

 １ 学校の果たす最も重要な役割 

   「生徒の安全確保」と「災害の規模や被害の状況、地域の実情等により避難所を開設」 

 

２ 避難場所運営業務について 

災害の程度 災害救助法が適用され、県市町村防災担当部局で迅速な対応ができない場合 

業務内容 

避難所運営業務としては、特に開設初期の業務として、次のような業務がある。 

① 避難者数の確認     ② 避難者名簿の作成 

③ 避難状況の報告     ④ 食料・飲料水の供給 

⑤ 毛布等軽寝具の貸与 等 

従事期間 等 

学校の早期再開を念頭に入れ、災害救助法で定められている避難所の開設期間である

７日以内を原則とする。 

 なお、避難所運営業務については、自主防災組織による自主運営やボランティアの受

け入れ等により教職員に過度の業務を課さないものとする。 

 

  

勤務時間内 
 

①即座に配置 

②対策本部設置 
③初期対応緊急発令 

 
 
 
 
 
 
 

出張 等 
 
帰校が可能な場合 

①直ちに帰校 
②配備につく 

 
帰校が不可能な場合 
❶本部長（副本部長）に 

連絡し待機 
➋帰校可能になれば帰校 
 
 

勤務時間外・休日 
 
出勤が可能な場合 

①自宅と家族の安全を確認 
②直ちに出勤し配備 
③対策本部設置 
④初期対応の緊急発令 
 
出勤が不可能な場合 
❶本部長（副本部長）に 

連絡し待機 
➋出勤可能になれば出勤 

本 部 長 
 

副本部長    対策本部設置・初期対応・情報収集 等 
 
情報班長 
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◆災害発生後の避難所としての学校の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
○避難住民間でのトラブル…トラブルが発生した場合、避難住民の自治組織に連絡し、その解決を求める。震災直
後は助かったことへの安堵感が強いが、状況が明らかになるにつれて「怒り」「不安感」「焦燥感」「ストレス」等の
影響で、トラブルが発生しやすくなる。そのために、避難住民が語り合える場を設けたり、健康体操（レク）を実
施するなど、気分転換を図ることも重要である。 

各対応一覧 

各対応 公務分掌 内容 

施設等 

開放区域明示 

事務室 
教務部 

全日制：生徒指導部 
定時制：生徒支援部 

・開放､立入禁止区域の明示 
・緊急車両の発着場確保 

・高齢者や障がい者への優先的配慮 

避難者誘導 進路指導部 

・避難所使用のマナー 
・担当者による誘導 
・一般的注意の徹底 
※避難者の自家用車の乗入れは原則禁止 

救援物資調達配給 
全日制：企画情報部 
定時制：教務部 

・配給時トラブルの回避 
・食事､救援物資の配給経路の把握 
※高齢者､障がい者､非常持出品の無い家庭を優先 

衛生環境整備 
全・定：養護教諭(講師) 
全日制：人権教育部 
定時制：生徒支援部 

・仮設トイレの設置 
・ゴミの収集場所の管理 
・食中毒や伝染病等衛生面への配慮 

仮設テント設置 
全日制：人権教育部 
定時制：生徒支援部 

・緊急車両の進入の妨げとならない場所に設置 

避難所運営 
組織づくり支援 

総務部 
教務部 

・学校防災本部長､副部長との連携 
・避難生活の基本的ルールについての助言 

ボランティア 
受け入れ 

進路指導部 
・ボランティアコーディネーターに協力依頼 
・活動拠点の設置 
・災害ボランティアセンターとの連携 

炊き出し協力 
全日制：生徒指導部 

企画情報部 
定時制：生徒支援部 

・使用可能な調理室(食堂)の提供 
・献立､衛生管理等についての助言 

避難者の名簿作成 
総務部 
総務部 

・原則､入所時に記入 

(氏名・性別・年齢・住所・携帯番号等) 
・名簿の作成と更新 

情報連絡活動 事務室 
・避難者用緊急電話の設置依頼 
・メディアを利用した情報収集 

自主防災組織への移行 
・避難所運営が避難住民の自治組織に移行。 
・以降教職員は側面から支援 

 

学校防災本部設置(本部は校長室) 

・学校医、地域の医師会と連携 ・避難所支援の構成人数と役割分担の決定 

・ボランティアの受け入れ準備 ・自主防災組織や防災担当部署職員との協力体制確立 
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◆災害発生後の保護者との連絡と引き渡しについての対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

被害状況把握・学校周辺の状況把握 
 

・施設の被害状況調査 
・危険箇所の立ち入り禁止表示 
・学校周辺の道路状況調査 
・交通機関等の状況把握 

下校等の判断基準 
 

・原則一人で下校させない。(未成年生徒) 
 
・津波警報発令の場合､解除されるまで待機 

 

引き渡しの実施(未成年生徒) 
 

・引き渡しカードに保護者､教職員双方の署名 
・連絡がとれない場合､生徒は引き続き待機 

引き渡し方法の手順 
 

①：生徒は校内の避難先で待機。保護者との引き取り場所。 
 
②：保護者はホーム担任等に名前を告げて､緊急連絡カード､引き渡し調査表で確認。 
   

※負傷している生徒については養護教諭から状態について説明を受け､引き取り開始。 
 
③：保護者は生徒引き渡しカードに必要事項の記入。引き渡す教職員も確認署名。 
   

※引き渡し後の滞在場所を必ず記載。教職員が把握する為に必須事項。 
 

保護者への連絡 
 

・災害伝言ダイヤル「１７１」の利用 
・「すぐーる」の利用 
※緊急連絡カードは､持出袋で保管 

津波警報発令・津波発生の場合 
 

・発生後は少なくとも８時間は引き渡さない 
・津波警報解除後に引き渡し開始 

下校の実施(成人生徒) 
 

・引き渡しカードに自身､教職員双方の署名 
・記載後､下校 
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◆災害用伝言ダイヤルの利用方法 

 

大災害発生時には、安否確認・問合せ等の電話が爆発的に増加し、電話回線が混雑することで学校と保護者の連

絡が困難になることが予想されます。そこで、保護者への対応として、ＮＴＴが設置する「１７１（災害用伝言ダ

イヤル）」を利用することで、安否情報等の伝達の向上を図ることができます。 

このシステムは、被災地内の電話番号をメールボックスとして、安否等の情報を音声により伝達するものです。 

 

１ 利用のお知らせ 

震度６弱以上の地震発生時等にテレビやラジオ等でＮＴＴが「１７１」を設置したことや利用方法・伝達登録 

エリア（都道府県単位）等が知らされます。 

 

２ 利用方法 

固定電話や携帯電話等のあらゆる電話から接続・利用が可能となります。 

 

３ 利用内容 

 ⑴ 伝言の録音時間：１伝言あたり３０秒以内 

 ⑵ 伝言の保存期間：録音時から４８時間 

 ⑶ 伝 言 の 蓄 積 数：１番号あたり１～１０件 

 

４ 利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 携帯電話使用で１７１が利用できにくい場合 

  インターネット「（緊急）災害用伝言板」を利用してください。 

ａｕは「（緊急）災害用伝言板 au」、Softbank は「（緊急）災害伝言板 softbank」等 

  

① 「１」・「７」・「１」にダイヤルする。 

② ガイダンスが流れる。 

③ 「１」をダイヤルする。 

④ ガイダンスが流れる。 

⑤ 学校の電話番号０８８－８３１－９１７１を 

ダイヤルし、伝言を３０秒以内で録音する。 

学校の情報 

① 「１」・「７」・「１」にダイヤルする。 

② ガイダンスが流れる。 

③ 「２」をダイヤルする。 

④ ガイダンスが流れる。 

⑤ 学校の電話番号０８８－８３１－９１７１をダイヤルし、 

伝言を再生する。（新しいメッセージから再生される。） 

① 「１」・「７」・「１」にダイヤルする。 

② ガイダンスが流れる。 

③ 「１」をダイヤルする。 

④ ガイダンスが流れる。 

⑤ 自宅の電話番号を市外局番からダイヤルし、 

伝言を３０秒以内で録音する。 

生徒・保護者の情報 

① 「１」・「７」・「１」にダイヤルする。 

② ガイダンスが流れる。 

③ 「２」をダイヤルする。 

④ ガイダンスが流れる。 

⑤ 生徒（自宅）の電話番号を市外局番からダイヤルし、 

伝言を再生する。（新しいメッセージから再生される。） 
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全日制 

 

 

（保護者と生徒が一緒になって話し合い、ご記入ください）      ※ホーム担任保管 

 

１ 自宅情報 

自 宅 住 所  

自 宅 電 話 番 号  

緊 急 

連絡先 

保護者氏名  

電 話 番 号  

２ 通学情報（普段は自転車、雨天は電車・バスなど複数の経路がある場合は②へも記入） 

 

時  分頃発                       時  分頃着 

①  

 

 

時  分頃発                       時  分頃着 

 ② 

 

 

※ 記載例 

７時３０分頃発                      ８時２０分頃着 

自転車15分       JR15分        徒歩10分 

①       

         

△△分岐（交差点）                      □□橋 

     上段に通学手段と時間を、下段にはどの道を通っているかわかる目印を記入してください。 

３ 通学中に地震が発生した場合の避難想定場所について、思い当たる場所を記入してください。 

 

 

４ 自宅で地震が発生した場合の、自宅以外の避難場所について記入してください。 

 

 

５ 生徒引渡し調査票（学校に登校している生徒は、大津波警報が発令された場合、解除まで学校が保護します。

それ以外の保護者の対応についてご記入ください。） 

 

※例： 車で迎えに行ける場合、職場（○○町△△）から学校に向かいます。（父） 

 

   

誰が迎えに来られるかの調査です 

 

 

 

 

 

 

優先順位 氏 名 続柄又は生徒との関係 住  所 

①     

②     

③     

大規模地震等の対応に関する通学路状況調査・生徒引渡し情報調査 

第  学年     科 No.  氏名 

自宅 学校 

自宅 学校 

自宅 学校 ○○駅 ○○駅 
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全日制 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 時間 引取り者 関係
避難予定
場所

連絡先

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No 生徒氏名 現状
引き渡し情報

担当 備考

 
 

生徒引き渡し管理票                  第  年      科 
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定時制 

 

〒　　　　－

〒　　　　－

続柄 年齢 続柄 年齢

氏名 続柄

氏名 続柄

氏名 続柄

勤務中

勤務先から通学中

現 住 所

勤
務
先

名称

ふりがな

携帯電話　　　　　-　　　　　-　　　　　　TEL　　　　　　-　　　　　-　　　　　

※生徒と異なる場合に記入

〒　　　　－
現住所

現住所

続

柄

続

柄

在宅中

自宅から通学中

(

施

設

・

地

域

等

)

一
次
避
難
先

同居別居

　　TEL　　   　-　    　-　    

同　・　別

〒　　　　－

携帯電話　　　　　-　　　　　-　　　　　　TEL　　　　　　-　　　　　-　　　　　

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　-　　　　　-

同　・　別

同　・　別

　　TEL　　   　-　    　-　    

　※　未成年の場合、最優先連絡は保護者とします。また、未成年の場合、引渡者として連絡いたします。

氏名

同　・　別

②

③

氏名

同　・　別

同　・　別

同　・　別

同居別居

　　TEL　　   　-　    　-　    

家
族
構
成

同　・　別

①

保
護
者

ふりがな

氏 名

保
証
人

大
規
模
災
害
時
等
対
応

緊急連絡先

年次 年次 年次

年度

年次

年度 年度

 生 徒 理 解 カ ー ド
ふりがな

氏  名

生年月日　西暦　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生

本
人

科

コース

入学時
年度年度

氏 名

勤務先 職業

勤務先 職業

年次

携帯電話　　　　　-　　　　　-　　　　　　TEL　　　　　　-　　　　　-　　　　　

（１）
入学時

写真貼付欄

写真裏面に
科名・氏名

を記入

（3）

写真貼付欄

（4）

写真貼付欄

（5）

写真貼付欄

（2）

写真貼付欄
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定時制 

◆生徒引渡し連絡カード(20 歳未満生徒用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆生徒引渡し連絡カード(20 歳以上生徒用) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒氏名           （   歳） 学年・組 年   組 

緊急時連絡先                         （      ） 

引取者氏名  生徒との関係  

避難場所  

引渡日時 月    日  （   ）     時   分 

対応教職員名  

 

注意事項 

・原則､20 歳未満生徒は保護者か引取り者が居ないと引渡し不可 

・提出時に中身を確認後提出が認められたら 2 次避難先に避難可 

・対応教職員は記入された生徒引渡し連絡カードを対策委員か管理職に提出 

生徒氏名           （   歳） 学年・組 年   組 

緊急時連絡先                        （      ） 

避難場所  

提出日時 月    日  （   ）     時   分 

対応教職員名  

注意事項 

・20 歳以上生徒は自身で家族等の居る避難場所に向かえるが､必ずカードに

記入して提出 

・提出時に中身を確認後提出が認められたら 2 次避難先に避難可 

・対応教職員は記入された生徒引渡し連絡カードを対策委員か管理職に提出 
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火災 
 

P.32：火災時の緊急対応フロー 
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◆火災時の緊急対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

発見者 

 

・発生の事態や状況の把握 

・近くの生徒の安全確保 

・大声で通報､火災報知器利用 

報知器で急行した教職員 

 

・管理職へ報告 

・緊急事態発生の通報 

・校内放送で状況周知 

初期消火活動 

対策本部設置 
 

・組織的対応の体制 
・対応指示 
・自らも避難 
・安全確認後連絡報告 

 
火災発生 

消防署通報：119 番 
・火事です 
・高知工業高校の住所 
・出火場所(棟名や方角) 
・現在初期消火中です(消火不可能) 
・負傷者数 
・通報者名(連絡のとれる電話番号も) 
 

管理職 
消防署への事後報告 

管理職に報告 

鎮火 

消火不可能 

初期消火の教職員避難 

緊急避難命令 

 
・出火場所 
・避難先指示 

晴天時はグラウンド 
雨天時は体育館 

生徒・教職員避難 
移動：授業中は授業担当､休み時間はホーム担任が直行 
救護：養護教諭を中心に複数の教職員で対応 
誘導：その他教員で対応 

 
避難時の注意 

・姿勢を低く､ハンカチやタオルを口と鼻に当て､煙を吸わない工夫 
・一度避難したら再び中に戻らない 
 

避難場所で安否確認 
 

・生徒と教員点呼､負傷者確認→教頭に報告 
・生徒の動揺を抑え､対策本部の指示を待つ 
・負傷者がいる場合､応急処置 
・消防到着後は消防署の指示に従う 

消防通報 
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健康被害 
 

P.34：健康被害の予防、校内であった場合の対応フロー 

P.35：学校において予防すべき感染症 

P.36：アレルギー反応による緊急時の対応 

P.37：エピペンの使用方法 

P.38：熱中症の対策 

P.39：心肺蘇生法 

P.40：生徒の心のケアについて 

P.41：感染症等の発生時における時間外緊急連絡の体制 

各連絡先一覧 
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◆健康被害の予防 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆校内であった場合の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

管理職､養護教諭 
学校医 

 

 患者発生 

保護者連絡(対応教員) 

・速やかに医療機関で受診依頼 
・診断結果の連絡を依頼 

食中毒 感染症(一種～三種) 

・手洗い､調理道具の洗浄の徹底 

・学校行事での調理､配膳､配送を的確に実施 

・野外活動での調理､配膳､配送を的確に実施 

 

 

 

・日常的な健康観察の継続 

・定期健康診断の受診 

・基本的感染対策の徹底(手洗い・換気) 

・流行時期前の予防接種(任意) 

・有症時には早期受診 

・自身の発症が集団感染になる可能性を自覚 

 

類似する症状や共通内容がある場合 

・最悪の場合を予測し即応体制 

・必要に応じ､対策本部設置 

情報収集(各教職員) 

・クラス全体の健康状態把握 

・欠席者の理由とその推移の確認 

・欠席者及び有症生徒の健康状況把握 

保健所 
教育委員会 

報告 

助言､指示 

情報収集 

報告 

事後対応 

発生後対応 
・重傷であった生徒は登校後も健康状態に留意 
・発生原因は関係機関と連携して究明 
・除去や再発防止に努める 

生徒対応 
・入院や欠席生徒への訪問､容態の確認 
・必要に応じ､カウンセリング等の支援 

保護者対応 
・必要に応じ､説明会を設け､事実を説明 
・生徒の健康調査や臨時の健康診断について協力を依頼 

感染予防 ・疾病の知識､衛生習慣の徹底等の健康管理に関する指導 

 

対策本部(校長室) 

・情報収集､外部対応 

・下校判断､教育活動再開 

・再発防止対策 
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◆学校において予防すべき感染症 

 
学校保健安全法第 19 条および､学校保健安全法施行規則第 18・19 条において､学校において予防すべき感染症の

種類と出席停止期間の基準が以下の表のとおりに定められています。 

 

分類 感染症の種類 出席停止期間の基準等 

第
一
種 

エボラ出血熱 
クリミア・コンゴ出血熱 
重症急性呼吸器症候群(SARS) 
中東呼吸器症候群(MERS)痘そう 
南米出血熱 
ペスト 
マールブルグ病 
ラッサ熱 

急性灰白髄炎(ポリオ) 
ジフテリア 
特定鳥インフルエンザ 

 
治癒するまで 
 

第
二
種 

新型コロナウイルス感染症 
発生した後５日を経過し､ 
かつ､解熱した後 1 日を経過するまで 

インフルエンザ 
(特定鳥インフルエンザを除く) 

発症した後５日を経過し､ 
かつ､症状が軽快した後 2 日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は 
５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻しん(はしか) 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 
耳下腺､顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し､ 
かつ､全身状態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘(水ぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

結核 
病状により学校医その他の医師において 
感染のおそれがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 
病状により学校医その他の医師において 
感染のおそれがないと認めるまで 

第
三
種 

コレラ 
細菌性赤痢 
腸管出血性大腸菌感染症 
腸チフス 
パラチフス 
流行性角結膜炎 
急性出血性結膜炎 

その他の感染症(感染性胃腸炎など) 

病状により学校医その他の医師において 
感染のおそれがないと認めるまで 

 

※出席停止の期間は上記のとおりですが､医師から具体的な指示があればその指示に従ってください。 
※第一種…感染症法によるもの 

第二種…空気感染または飛沫感染するもので､学校において流行を広げる可能性の高い感染症 
第三種…学校において流行を広げる可能性がある感染症。「その他の感染症」は､感染拡大を防ぐため 

必要があるときに限り緊急的に措置を取ることができる。 
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◆アレルギー反応による緊急時の対応 
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◆エピペンの使用方法 
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◆熱中症の対策 

学校の管理下での熱中症死亡事故は、ほとんどが体育、部活動などスポーツ活動によるもので

ある。また、それほど高くない気温( 25～30 ℃ )でも湿度が高い場合に発生することがあるので

注意が必要となる。また、WBGT 31℃以上では、活動を中止することを原則とする必要がある。 

 

 

 

⑴ 肥満傾向の人は熱中症になりやすいので、トレーニング内容の軽減、適宜の水分補給と休憩など十分な予防措 

置をとる。 

⑵ 運動前の体調チェックや健康観察を行い、体調の悪い人は暑い中で無理に運動させない。 

⑶ 梅雨明けなど急に暑くなったときは、体が暑さに慣れていないため、暑さに慣れるまで 1 週間程度は、短時間 

で軽めの運動から始める。 

⑷ 熱中症予防運動指針や WBGT 計等の測定機器による計測結果を教職員および生徒に周知・掲示し、未然に防 

止するように努める。 

 

 

 

⑴ けいれん、ふらつき、めまい、吐き気などは、熱中

症を疑う症状である。意識を失っている場合は、すぐ

に救急車を要請し、応急手当を行う。 

⑵ 意識がある場合は、涼しい場所に避難させ、衣服を

ゆるめて体を冷却し水分補給をさせる。 

⑶ 意識がある場合でも、吐き気等で水分が補給できな

い、応答が鈍い、言動がおかしい等の意識障害とみら

れる症状を確認した場合は、病院へ搬送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全確保の基本 

緊急時の安全確保 
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◆心肺蘇生法 
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◆生徒の心のケアについて 

災害時・事故などにおける、学校の役割分担 

担当 内 容 等 

管理職 

· 生徒の心身の健康状態の把握と支援活動の指示 
· 生徒の実態から教育委員会等へのＳＣ要請を判断 
· 保護者との連携（保護者説明会の実施と保護者への支援） 
· 各集会等で生徒への心のケアに関する講話の実施 
· 安全、安心の確保への対応 
· 生徒の心のケアに向けての組織づくり 
· 教職員の心のケアに向けた校内組織づくり 
· 心のケアにかかわる校内研修会実施の指示 
· 学校全体で取り組む心のケアの企画と実施 
· 外部機関、報道機関への対応 
· 障がいや慢性疾患のある児童生徒への対応 
· 教職員の住宅・家族の被災状況の把握 
· 災害支援者の活用による教職員の負担の平準化 

教務部 
主幹教諭 

学校安全担当 

· 生徒の心のケアに向けての指導計画・実施の協力 
· 教職員の心のケアに向けた研修計画・実施の協力 
· 校内の実情に合わせたＳＣ、特別支援教育学校ＣＮの勤務調整 
· 研修会や授業の調整、打合せ 
· 学校再開の業務計画の作成 

ホーム担任 等 

· 生徒の健康観察、心身の健康状態の把握 
· 複数の教職員による多面的・総合的な生徒の理解 
· 保護者との連携、情報共有 
· 学級活動（ＨＲ）等における保健指導の実施 
（自己肯定感・自己有用感・安心・信頼感を高める取組等） 
· 心のケアを図るための学級経営の充実 
· 学校医、ＳＣ、ＳＳＷ、専門機関（心の教育センター）との連携 
· 障がいや慢性疾患のある生徒への対応 

養護教諭(講師) 

· 生徒の心身の健康状態の把握、情報共有 
· 心のケアに関する啓発資料の準備・配布、校内支援体制の整備 
· 健康相談の実施 
· 心のケアに関する保健指導の実施 
· 管理職との連携 
· 学校医、ＳＣ、ＳＳＷ、専門機関（心の教育センター）との連携 
· 感染症の予防対策 
· 障がいや慢性疾患のある生徒への対応 

事務職員 
· 生徒の健康観察と情報共有 
· 心のケアに関する事業の予算の処理等 

カウンセラー 

· 災害における学校内の対応状況の確認 
· 教職員へのコンサルテーションの実施 
· 教職員や保護者との個別面談等の実施 
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◆感染症等の発生時における時間外緊急連絡の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各連絡先一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

①各福祉保健所に電話をかけると､留守番電話で高知県庁代表番号(088-823-1111)を案内される。 
 
②高知県庁に電話をかけると､守衛が緊急連絡網の電話番号を持っており､主管課の課長へ連絡。 
 
③課長から担当チーフ､管轄の福祉保健所等へ連絡し対応。 

保健所 

名称 住所 電話番号 ＦＡＸ 

安芸福祉保健所 安芸市矢ノ丸１－４－36 0887-34-3175 0887-34-3170 

中央東福祉保健所 香美市土佐山田町山田 1128－１ 0887-53-3171 0887-52-4561 

中央西福祉保健所 高岡郡佐川町甲 1243－４ 0889-22-1240 0889-22-9031 

須崎福祉保健所 須崎市東古市町６－26 0889-42-1875 0889-42-8924 

幡多福祉保健所 四万十市中村山手通 19 0880-35-5979 0880-35-5980 

 

家畜保健衛生所等 

名称 住所 電話 ＦＡＸ 

中央家畜保健衛生所 土佐市高岡町乙 3229 088-852-7730 088-852-7733 

(田野支所) 安芸郡田野町 903－８ 0887-38-2543 0887-38-4152 

(嶺北支所) 土佐郡土佐町田井 1370－７ 0887-82-0054 0887-82-0094 

西部家畜保健衛生所 高岡郡四万十町本堂 595 0880-24-0050 0880-24-0053 

(幡多支所) 四万十市具同 5208 0880-37-2148 0880-37-5326 

畜産振興課 高知市丸ノ内一丁目７番 52 号 088-821-4551 088-821-4578 

中山間地域対策 
鳥獣対策室 

高知市丸ノ内一丁目２番 20 号 088-823-9039 088-823-9258 

 

※家畜保健衛生所…家禽(鶏・アヒル・鴨 等の家畜)や愛玩鳥の異常 
※鳥獣対策課…死亡野鳥 
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事故・事件 
 

P.43：交通事故発生時の対応フロー 

P.44：部活動時における事故防止と対応フロー 

P.45：危険時等発生要領と日常管理 

P.46：学校に不審者が来た場合の対応フロー 

P.47：本校特定で犯罪予告・不審物等があった場合の対応フロー 

P.48：北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る県立学校の対応について 
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◆交通事故発生時の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

  

電話等での聴き取り 

管理職へ報告 

連絡者を落ち着かせながら､下記の事項を聴き取る。 
聴き取り内容は､復唱しながら確認し､必ずメモを取る。 

聞き取り項目 
□生徒と相手方の被害程度 
□事故の発生場所､発生時刻 

□事故の状況(概要) 

 
□加害､被害の判別 

□救急車の手配状況､搬送先 
□110 番通報の有無 

保護者に連絡 
※学校待機の教職員 

 
・聞き取り内容項目 
・生徒の負傷状況 
・搬入先の病院名 

・持参物の確認 

現場急行 
 

※付添者､連絡者､現場対応者 

救急手配済で搬送未了の場合 
 

・付添者は救急車に同乗 
・同乗不可の場合､搬送先を確認 

救急搬送済 

 
・搬送先へ急行 
・負傷者等の容態把握 
・搬送先での情報を報告 

各対応 ※必ず複数の教職員で対応 

対策本部を設置 
 

・組織的対応の体制 

重大・深刻な場合 

 緊急事態発生 

事後対応 

 
・管理職とホーム担任中心に､速やかに生徒の見舞い 
・状況によりカウンセリングの実施 
・事故目撃生徒等には PTSD などの心のケア 
・状況に応じ､全校集会を開く 
・管理職は事故概要を関係機関に報告 

 

連絡者 
 

・学校への状況報告 
・現場の情報を基に以後の対応を判断 

 
現場対応者 

 
・警察の検証等に協力 
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◆部活動等における事故防止 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆部活動等における事故対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

環境の要因 
・生徒の動きが激しく接触する状況 
・器具の配置や整備不良 
・自然環境 

生徒の要因 
・体力､健康､精神状態が低下 
・ルールや約束事が守られない状況下 
・部員間の過度の指示 

顧問の要因 

・生徒状態を把握しないままでの指導 
・経験や技能の程度に適さない指導 

事故防止の手立て 
 
・生徒の健康観察と健康診断結果の把握 
・環境を見極めた無理のない活動計画 
・運動の特性をふまえた器具の配置と点検 
・生徒の健技能､体力に応じた適切な指導 
 

※指導者が活動の場に参加出来ない場合 
 
・他の部の指導者に監督を依頼 
・部員だけで安全に活動する練習内容を 

明確に指示 
・練習を中止するなど適切な処置をとる 

 緊急事態発生 

・直ちに活動中止 
・顧問は負傷の程度を確認 
・他の教職員への救援要請を部員に指示 
・安全な場所に移動､応急処置 

救護にきた他の教職員 

・救急車の出動要請(付添は顧問) 
・周囲の部員からの状況の聞き取り 

・救護 
・現場保存 
・状況を校長に報告 
・任務の割り振りを行い迅速に対応 

安全確保 

 救急車を要請 

危険度により顧問の判断 

危機管理体制の確立 
(対策本部) 

校長は対策本部の設置 

・対策本部員を招集 
・対応を指示 

・関係機関との連絡対応は管理職 
・教育委員会に第一報 
・適宜状況を報告､助言を受ける 

記録者を決定 
※簡潔詳細に記録 

 
・事故発生時の状況 

・発生直後の対応 
・事故の経緯 

事後対応 
 

生徒の見舞い 
 

・校長､ホーム担任､顧問交代で対応 
・教頭は対策本部に残り情報収集 

 

保護者に連絡､説明 
※一人での対応は避ける 

 
・生徒の容態 
・事故の状況 
・搬送先 
・学校の対応 

※救援が複数来た場合 
必ず役割を分担する 

状況により対応が変化するので留意 

・顧問の不在や従事人数 
・平日か休日か 
・実施場所 
・顧問も負傷している場合  
※本校で試合等をする場合､他校の生徒の危機管理も必要 
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◆危険時等発生要領と日常管理 

 
(１) 校門及び校舎入り口の管理(３段階) 

 
①校門管理 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

②校門から校舎入り口校門入り口付近・駐車場・その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③校舎入り口の管理生徒用昇降口・来校者用入り口・その他校舎へ入れる場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 来校者の管理 
 

・来校者予定がある場合はグループウェアや職員朝礼（昼礼）で確認。 

・一般来校者は事務室で受付のうえ､来校者と分かる札を配布。 

・教職員は来校者とすれ違う場合は､積極的に挨拶を心がける。 

 
 
(３) 校内の巡視 
 

・管理職や生徒指導主事や補導専任が主となり､全教員が協力して巡視を行う。 

 
 

  

正門 北門・南門 西側門・南東門 

解錠時間 

６：00～22：30 

施錠時間 

22：30～守衛が施錠 

※翌日６：00 まで原則施錠 

・事務室への案内掲示 

・関係者以外立入禁止の表示 

北門・南門の解錠時間 

６：10～8：45 

15：30～18：00 

北門・南門の施錠時間 

８：45～15：30 

18：00～守衛が施錠 

※翌日６：10 まで原則施錠 

原則､常時施錠 

※業者の搬入時のみ解錠 

 

 

 

 

 

 

正門 駐車場 その他 

・事務室への案内掲示 

・教職員挨拶運動実施 

８：10～８：40 

17：45～18：00 

・来校者用駐車場の明示 

 

 

 

・関係者以外立入禁止の表示 

 

 

 

 

本館入口 その他 

・事務室への案内掲示 

・事務室で来校受付 

・関係者以外立入禁止の表示 

・事務室への案内掲示 
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◆学校に不審者が来た場合の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

再び退去依頼 ※必ず複数名で対応 
 

・凶器類所持 
・退去説得 
・暴力的な言動の有無 
・不審者の隔離 

 

教職員が発見した場合 

退去     

・再侵入の可能性 

・その場で経過観察 

・管理職に報告     

不審者発見 

場所：①校門前 ②校門～校舎前 ③校舎入口～校舎内 

見知らぬ人には声かけ 
 

・用件が答えられるか､正当なものか 
・不審物の所持の有無 
・不自然な行動や暴力的な態度か 
・職員に用事がある場合､氏名や所属が答えられるか 

 

退去依頼､説得※必ず複数名で対応 
 
・相手の態度に注意 
・丁寧に退去説得 
・相手との距離をとる 

正当な理由あり 

理由無し 

退去に応じない 

通報 ※校内放送で避難指示。 
 

・職員室へ連絡 
・警察へ通報 
・暴力行為阻止 
・生徒の避難 

避難後の安全確保と事後指導 
 

・点呼による安否確認   ・校門､校舎の入口を閉扉 

・避難先の入口を施錠   ・管理職は委員会へ事後報告 

再侵入 

生徒が発見した場合 

絶対に近づかない 
安全な教室等へ避難 

教職員へ連絡 

受付後校舎内へ 

校舎内に侵入した場合※生徒の安全確保が最優先 
 

・出口を背にして避難路確保 
・不審者と生徒の間に入る 
・防御方法は校内備品使用 
・生徒避難先は屋外グラウンド 

対応後 避難後 

退去に応じる 

教職員､現場へ 

応じない 
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◆本校特定で犯罪予告・不審物等があった場合の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

電話対応 

 

・相手に気付かれないよう周辺の教職員に合図 

・電話機のスピーカー機能を入れる 

・周辺教職員は録音機器で録音を開始 

・電話対応者､周辺教職員で必ず記録 

不審電話の入電 

電話対応者 
 

落ち着いて､以下の事項を詳しく聴き取る 

校内で不審物発見 

周辺立入禁止措置 
 

・付近から遠ざかる 
・応援要求 
・管理職へ報告依頼 

犯行予告等 
 

・予告理由､要求 
・動機等 

爆発物等について 
 

・いつ爆発するか 
・設置場所 
・形状､大きさ 等 
・動機 等 

相手の特徴 
 

・性別  
・年齢 
・声の特徴(方言) 
・周囲の環境音 

管理職へ報告､判断 

管理職 
 

教育委員会に一報 

生徒や教職員等に､以下の対応を指示 
 

※速やかに保護者に「すぐーる」で連絡 

管理職 
 

警察(110 番)通報 

危害予告・不審物発見時の校内避難場所 
 

第一候補：体育館 第二候補：グラウンド 

生徒登校前 
 

・自宅待機 
 

生徒在校中 
 

・校内避難所へ避難 
・状況により下校 

生徒登下校中 
 

・登校中は帰宅 
・登校時は左に同じ 

事後対応 
 

• 校内安否確認 
• 登校判断､登校開始連絡 
• 保護者､報道機関対応(必要に応じて) 
• 心のケア 
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◆北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る県立学校の対応について 

 

１ Ｊアラートが鳴った時の対応避難行動について ※J アラート：全国瞬時警報システム 

 ☆ 【弾道ミサイル落下時の行動について】（裏面）に基づき、各自が身を守るための避難行動をとる。 

 

速やかな避難行動（例） 

＜屋外にいる場合＞  

→ 近くの（できるだけ頑丈な）建物の中や地下などに避難する。  

→ 近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せ、頭部・身体を守る。 

（車は燃料のガソリンなどに引火する恐れがあるため、車から離れて地面に伏せ、頭部を守る。）  

＜屋内にいる場合＞ 

→ 窓から離れるか、窓のない部屋へ移動する。 

  

  近くにミサイルが着弾した場合 

＜屋外にいる場合＞  

→ 口と鼻をハンカチで覆い、現場から直ちに離れ、密閉性の高い屋内の部屋または風上に避難する。 

＜屋内にいる場合＞  

→ 換気扇を止め、窓を閉め、室内を密閉する。 

 

正確かつ迅速な情報収集 等 

〇 テレビ・ラジオ・ インターネット等を通して、情報収集に努めるとともに、行政からの指示等に従って、 

   落ち着いて行動する。  

〇 万が一、落下物らしき物を発見した場合には、決して近寄らず、警察や消防等に通報する。 

 

２ ミサイルが発射された時の学校運営（基本的な対応）について 

 ⑴ Ｊアラートが鳴った場合（高知県がミサイル飛行エリアの影響内にある場合）  

  

第１報  

「ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」があれば、すぐに避難行動をとり、安全を確保する。 

 

第２報 

①「ミサイル通過」または「○○海に落下（日本の領海外の海域）」との情報が流れた場合には、通常の学校 

教育活動を行う。 

②「ミサイル落下の可能性情報・直ちに避難の呼び掛け」があれば、引き続き安全を確保する。 

 

 第３報 

日本のいずれかの地域（日本の領土・領海）に落下したとの情報があった場合には、通常の学校教育活動を停止 

する。以後、続報に留意する。 

① 始業時間前に発生した場合は、臨時休業（臨時休校）とする。 

② 学校教育活動中（授業や部活動中など）に発生した場合には、直ちに活動を中止し、安全を確保する。 

下校等については、校長が県教育委員会と協議し、判断する。 

③ 万が一、近隣に落下した場合には、児童生徒・教職員の安否確認と被害状況を把握し、県教育委員会に報 

告し、その後の学校教育活動の再開については、県教育委員会の指示による。 

 ⑵ Ｊアラートが鳴らなかった場合（高知県がミサイル飛行エリアの影響外にある場合） 

①  通常の学校教育活動を行う。 

   ②  日本の領土・領海に落下した場合には、県教育委員会の指示による。  

 

３ 学校運営に関する連絡は本校ＨＰを用いる。また、状況により電話やメール連絡網その他により行う。 
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高知県立高知工業高等学校 学校安全対策委員会 

〒781-8010 高知県高知市桟橋通 2-11-6 

電 話  088-831-9171 

F A X  088-833-7666 

E-mail  320130@ken.pref.kochi.lg.jp 
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